
日南市法人市民税（税率表） 

 

 

 

○法人税割（制限税率） 
令和元年９月３０日までに開始した 

事業年度の税率 

令和元年１０月１日以後に開始する 

事業年度の税率 

１２．１％ ８．４％ 

 

 

※平成２８年度税制改正に伴い、予定申告の法人税割については、下記のとおり、経過措置 

が設けられています。 

令和元年１０月１日以後に開始する最初の事業年度 （経過措置） 

前事業年度の法人税割額 × ３．７ ÷ 前事業年度の月数 

翌事業年度以降は通常どおり「前事業年度の法人税割額×６÷前事業年度の月数」です。 

 

 

○均等割（標準税率） 
資本金等の額 従業員数 年税額 

５０億円超 
５０人超 ３００万円 

 ５０人以下 ４１万円 

１０億円超５０億円以下 
５０人超 １７５万円 

 ５０人以下 ４１万円 

１億円超１０億円以下 
５０人超 ４０万円 

 ５０人以下 １６万円 

１千万円超１億円以下 
５０人超 １５万円 

 ５０人以下 １３万円 

１千万円以下 ５０人超 １２万円 

上記以外の法人 － ５万円 

 

 

〒８８７－８５８５        

宮崎県日南市中央通一丁目１番地１ 

     日南市役所市民生活部税務課市民税係 

電話 ０９８７－３１－１１２１  


